
【施設名】ネーミングライツ契約書（案） 

 

　長野県伊那市（以下「甲」という。）と　　　　　　（以下「乙」という。）は、【施設名】

の命名権（以下「ネーミングライツ」という。）に関して、次のとおり契約を締結する。 
 
　（信義誠実の原則） 
第１条　甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 
（本契約の目的） 

第２条　本契約は、本施設への愛称付与等を通じて、伊那市の自主財源の確保を図るとと

もに、民間の創意工夫による地域貢献の場を提供することを目的とする。 
（ネーミングライツ） 

第３条　甲は、乙に対し本施設のネーミングライツを販売する。 
２　本施設の愛称は、次のとおりとする。 

【　施　設　名　】「　　愛　　　称　　」 

３　乙は、第４条第１項に定める期間内に前項の愛称を変更することができない。 
（契約期間） 

第４条　本契約の契約期間は、令和　年（西暦年）　月　日から令和　年（西暦年）　月　

日までとする。 
２　愛称の使用期間は前項の本契約期間と同様とし、使用期間の終了の日までに本契約が

終了した場合は、愛称の使用期間も終了する。 
（愛称の使用及び定着） 

第５条　甲及び乙は、第３条第２項に定める愛称を本施設の通称として使用するとともに、

当該愛称の定着に努めるものとする。 
（命名権料） 

第６条　乙は、命名権料として、第４条第１項に規定する契約期間中１年間につき、 
金　　　　　　　　　円（消費税及び地方消費税込み）を甲に支払うものとする。 

２　１年未満の期間に係る命名権料の額は、前項に定める命名権料年額に基づき、日割計

算により算出した金額の千円未満を切り捨てた額とする。 
３　命名権料の支払いについては、乙は、各年度（４月１日から３月３１日までの期間を

いう。）の　　月　　日までに、甲が発行する納入通知書により支払わなければならな

い。また、当初契約を年度途中に締結した場合は、甲乙協議して決めた期日までに支払

うものとする。 
４　乙が、前項に定める納入期限までに第１項に定める金額を納入しない場合は、乙は、

延滞期間に応じ、命名権料に伊那市税外収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例

（平成１８年３月３１日条例第５８号）第５条に規定する割合を乗じて得た額を延滞金

として甲に支払わなければならない。 
（看板等の表示変更等） 

第７条　甲は、乙が本施設の名称にかかわる看板等の表示を第３条第２項に規定する愛称



に変更することに同意する。 
２　前項の表示変更の範囲及び変更方法については、甲及び乙が協議の上定める。 
３　第１項の規定による愛称の看板等への表示変更に係る費用は、乙の負担とする。また、

乙は第４条に規定する契約期間終了時（第１１条の規定により契約を更新する場合を除

く。）には、原則として原状回復することとし、それに要する費用は、乙の負担とする。 
（権利譲渡等の禁止） 

第８条　甲及び乙は、本契約に係る権利を第三者に譲渡し、又は貸与し、若しくは質権の

設定等をしてはならない。 
（契約の解除等） 

第９条　乙の違法行為その他乙の責めに帰すべき事由により、乙の社会的信頼が失墜した

と客観的事実に基づき甲が認めた場合には、甲はこの契約を解除することができる。こ

の場合、甲は解除前において乙から事情を聴くものとする。 
２　前項の規定により契約が解除された場合における命名権料の取扱いは、次によること

とする。 
（１）乙が甲に対し第６条第２項の規定により既に納入した命名権料は、返還されないも

のとする。 
（２）各年度開始後、第６条第２項の納入期日が到来する日までの間に前項の規定に基づ

き甲がこの契約を解除した場合、乙は期限の利益を喪失し、直ちに当該年度の命名権

料を甲に支払わなければならない。 
(３) 当該解除月が、３月にあっては、翌年度の命名権料は、発生しないものとする。 

３　第１項の規定により契約が解除されたことによって乙、その他の者に生じた損害につ

いては、乙がその責めを負うものとする。 
４　第１項から第３項の規定にかかわらず、甲が本施設の運営を怠る等、甲の責めに帰す

べき事由により、乙のネーミングライツの価値が著しく低下したと客観的事実に基づき

乙が認めた場合には、乙はこの契約を解除することができる。この場合、乙は解除前に

おいて甲から事情を聴くものとする。 
５　前項の規定により契約が解除された場合における命名権料の取扱は、次によることと

する。 
(１) 乙が甲に対し第６条第１項に規定する命名権料を既に支払っている場合は、甲は、

当該解除月の翌月から年度末までの月数で月割りした金額を乙の請求書により乙に

直ちに返還するものとする。 

(２) 当該解除月が、第６条第２項に規定する納入通知書を甲が発行する以前にあって

は、当該年度の命名権料は、第６条第１項に規定する金額を月割りした１か月分の金

額とし、甲が発する納入通知書により乙が支払うものとする。 

(３) 当該解除月が、３月にあっては、翌年度の命名権料は、発生しないものとする。 

（損害の賠償） 
第１０条　甲及び乙は、この契約に定める義務を履行しなかったために相手方に損害を与

えた場合、その損害を賠償しなければならない。 



（期間の終了及び更新）　 

第１１条　乙が自己の都合で第４条第１項の期間満了前に本契約を終了させる場合、終了

予定日の６か月前までに甲に書面で通知するとともに、終了予定日が属する年度の命名

権料の全額を支払い、中途解約によって甲に発生した損害を賠償することを要する。 
２　乙は、この契約の更新を希望するときは、令和　　年（西暦年）　　月　　日（契約

満了の６か月前）までに、書面によりその旨甲に通知する。なお、更新後の契約条件に

ついては、甲及び乙が協議の上決定するものとする。 
（重要な事情変更） 

第１２条　甲及び乙は、この契約に関し、重要な事情変更が生じた場合は、誠意をもって

協議し、解決するものとする。 
　（紛争解決） 
第１３条　甲は、【施設名】運用に関して紛争（但し、乙が責任を負うべき事項に関する

紛争は除く。）が生じた場合、又は第三者から何らかのクレームの申出があった場合は、

自己の費用・責任において対処するものとし、乙に不利益を及ぼさないものとする。 
（疑義の解決） 

第１４条　この契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、甲及

び乙が協議して定めるものとする。 
　（裁判の管轄） 

第１５条　本契約に関する訴訟は、甲の事務所の所在を管轄する長野地方裁判所伊那支部 

をもって管轄裁判所とする。 

 
　　この契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙が記名・押印の上、各自

その１通を保有するものとする。 
 
 

令和　　年　　月　　日 
 
 
　　　　　　　　甲　　　長野県伊那市下新田３０５０番地 

長野県伊那市 
　　　　　　　　　　　　　伊那市長　　　吉 田　浩 之　　　 
 
 

乙　　　所在地　　　 

　　　　　法人名　　 

　　　　　代表者名　 


